
1 受 付 件 数   304 件
（令和６年度累計 648 件）

内 訳
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６　介護保険相談窓口受付状況

福 祉 部 介 護 保 険 課
令和６年１０月３１日現在
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２　主な介護保険相談の内容（令和6年7月～9月分）

　相＝相談　苦＝苦情

相談等の内容（概要） 対      応

相

第２号被保険者該当者。相談者は、ガン
を発症して主治医からステージ４の診断
を受けている。今後の生活を見据え、介
護保険を申請したいので手続を教えて
ほしい。

新規申請から介護サービス利用までの流れ
を説明するとともに申請から認定結果が出る
まで、現在、１か月半程度かかることを説明。
第２号被保険者が介護保険サービスを利用
するには、老化が原因とされる病気（特定疾
病）に該当する必要がある旨を説明。先ずは
主治医に介護保険の申請の意向を伝えると
ともに特定疾病に該当しているのかも含め確
認するよう助言すると納得される。

相

相談者の母は、コロナ禍を機に区外に
住む娘宅で生活するようになった。以
前、要支援２の認定を受けていたが、認
定期間が切れたまま現在に至っている。
少し前に転倒して肩を骨折し、また、認
知症の症状も出ているため改めて介護
申請をしたいと考えている。区外に生活
していても介護申請やサービスは利用
できるのか聞きたい。

区外にお住まいでも介護申請及びサービス
利用は可能であることを伝える。「わたしたち
の介護保険」を用いて新規申請からサービス
利用までの流れと、現在、申請から認定結果
が出るまでに１か月半程度の時間を要してい
ることを説明。相談概要を考慮し、高齢者あ
んしん相談センターの情報提供及び役割機
能を伝える。相談者は、「主治医の選定につ
いて家族で相談したうえで申請したい」と話さ
れ、相談を終了する。

（2）保険料 相
９月に65歳に到達し、第１号被保険者に
なるが、介護保険料はどのように徴収さ
れるか心配している。

第１号被保険者になった後の保険料支払い
について、最初は納付書を送付するが、一定
の時期を超えると年金から自動的に徴収さ
れることを説明。相談者了承。

相

相談者(要介護２）は、介護サービスを利
用しながら在宅生活を送っていたが、居
宅介護支援事業所の変更を希望してい
る。区役所として変更する手続きや居宅
介護支援事業所を選定する上での判断
基準のアドバイスをしてほしい。

居宅介護支援事業所の変更に関して、文京
区としては事業所の情報提供は行うが、斡
旋や特定の事業所を紹介することは行って
いない旨を説明。月の途中で変更となった場
合、事務手続きが煩雑になることも想定され
るので、先ずは新たに支援を依頼する居宅
介護支援事業所を選び、そこに状況を報告
するよう助言。相談者が空き情報を希望した
ため、文京区介護・医療機関情報検索システ
ムを案内すると納得される。

苦

相談者の妻（本人）は、区内特別養護老
人ホームに入所している。パーキンソン
病の難病医療費助成を受けており、入
所時、「受給者証」、「自己負担上限額管
理票」を含む医療機関に提示する書類
はすべて施設に預けた。しかし、施設は
医療機関受診時に管理票を提示するこ
とを怠っていたことがわかり、一切記入
がなかった。今回入院するにあたり、管
理票の記入に代わる書類を揃えるのに
１か月も時間を要した。福祉職として適
性のない職員には辞めてほしい。

お話を傾聴する。本人の利用できる医療費
助成は、当該疾病（パーキンソン病）に付随
して発症する傷病で受診した分についてが
助成対象となる。対象外の症状での受診が
あった可能性もあるが、パーキンソン病の受
診と処方は継続中と考える。当係からは、施
設に対して事実確認と共に、相談者への丁
寧な説明と対応を申し送ることができると伝
えると、相談者は、伝えることで、本人が不利
益になることを懸念。当係に調査権限はない
が、施設への申し送りと関係部署間で共有を
させていただくことを伝え、了承を得た。当該
施設長に架電。パーキンソン病に関して、協
力病院ではなく嘱託医が担当しており、難病
に基づいた指定を受けていない医療機関の
ため、管理票の提示には至らなかった。施設
で遡っての還付請求作業を進めているとのこ
と。当係からは、これまでの経緯の説明、今
後の対応について本人夫と連絡を取って進
めるよう要請。また、コロナ禍以降、指定を受
けてない医療機関であっても助成対象として
医療費支給申請が可能との情報を提供す
る。

区   分

6－２

（１）要介護認定

（８）サービス提供、
　　保険給付



　相＝相談　苦＝苦情

相談等の内容（概要） 対      応

相

相談者の父親は入院中で、要介護５の認
定を受けた。母親が自宅で介護するのは
難しいので、施設を考えている。特別養
護老人ホームの他に介護老人保健施設
があると聞いた。

「ハートページ」をご覧いただきながら、文京区
内の介護老人保健施設２か所について、その
役割や特徴をご説明する。ご参考までに、「都
内の介護老人保健施設一覧」をお渡しし、ご
了承をいただく。

相
介護保険証の有効期限と負担割合証の
終了年月日が違うのはなぜか。

介護保険証は新規申請の場合、申請日から
最長で12か月を有効期間とし、今後更新申請
をする場合はご状態によって最長48か月まで
の有効期間が設けられていることを説明。一
方、負担割合は介護保険証と連動しているわ
けではなく、前年１年分の収入を基にその方
の負担割合を決定しているもので、有効期間
を８月１日から翌年の７月31日と設定し、毎年
発行されるものであると説明し、納得いただ
く。

相

相談者は、夫と共に海外で生活しており、
夏休みを利用して、現在、一時帰国して
いる状態である。夫は仕事の都合上、後
日帰国することになっており、私が先に帰
国して義父母の様子を見ていた。義父は
要支援認定区分が出ているが、介護予
防サービスは利用していない。義母（要
介護１）に関しては、担当CMも付いてい
るが、最近は、認知機能のみならず、身
体機能の低下が顕著になってきており、
義父母だけでの生活に不安を抱くように
なった。今後の義父母の生活についてど
のようにアプローチしていけばよいか教え
てほしい。

相談者に対し、一時帰国している機会を利用
し、先ずは義母の担当CMと連絡を取り、今後
の生活も含め、相談するよう助言。また、義父
に関しても要支援認定区分が出ているのであ
れば、一度、高齢者あんしん相談センターの
職員に相談するよう助言すると納得される。

相

相談者の母（本人）は近く特別養護老人
ホームに入所する予定である。入所に先
立ち世帯分離をすることにしたが、分離
後に介護保険ではどのような違いが出て
くるのか知りたい。本人の収入は国民年
金のみ。現在は課税世帯に属しているた
め所得段階は第４段階である。

ひとり世帯になると、本人の収入によって所得
段階が決まることになり、介護保険料が変わ
る見込み。また、非課税者であれば介護保険
負担限度額認定証の申請をすることで（預貯
金等の条件あり）特別養護老人ホームにおけ
る食費、居住費が軽減されることを伝える。負
担限度額認定証の詳細については給付係を
案内するも、相談者は世帯分離を完了させて
から出直すと話され、相談を終了する。

相

「ハートページ」には、介護タクシーの事
業者が掲載されていない。文京区の介護
タクシー事業者の一覧表のようなものは
あるか。

介護タクシーは「介護」という名称がついてい
るが、介護保険のサービスではないため、
「ハートページ」の介護サービス事業者から外
していることをご説明する。一般区民からの問
い合わせではなく、区内の介護タクシー事業
者であった。福祉タクシー券に関するご質問も
あったので、担当部署に電話を繋げる。

区   分

6－３

（９）その他


